
（1／2枚目）

回答日（更新日）：令和８年４月８日（No.3・No.4追記）

該当資料名 頁 項目 質問内容 回答

1
公募型プロ
ポーザル実
施要領

6
１０．計画
書等の提出

設置運営計画書の「６．包括セン
ター設置運営等業務実施方針」以降
の作成に当たっては、事業者が特定
できるような名称等は使用しないこ
ととの記載があるが、ここでいう
「事業者」とはどの範囲を指してい
るのかご教示いただけますでしょう
か

具体的には、当法人が作成したこと
が特定されないように配慮すべきと
いう趣旨なのか、あるいは他の事業
所等との関わりを記載する際に、そ
の事業所の名称を記載しないように
するという意味合いなのか、判断に
迷っております

「事業者」とは、ここでは「参加表明手続
きを行った事業者」を意味しています。審
査に当たって、事業者が特定されることの
ないようにすることを目的にしています。
なお、記載内容によって事業者が類推され
る場合があることについては、やむを得な
いと考えています。

2
公募型プロ
ポーザル実
施要領

7

１１．プレ
ゼンテー
ションの実
施

プレゼンテーションは「事前に提出
された計画書に沿った内容とするこ
と」とあるが、事前に計画書とは別
に投影用の資料を提出し、当日はそ
の投影用資料を用いてプレゼンテー
ションを行うことは可能でしょうか

プレゼンテーションでは「大牟田市地域包
括支援センター設置運営等計画書（様式第
6号）」について補足説明を行うこととし
ています。この際、機材の使用、投影は可
です。同計画書以外の資料の提出は認めて
いないため、同計画書の後半（補足資料の
ページ）を活用してください。また、補足
資料のページの作成についてマイクロソフ
トパワーポイントを使用して作成しても構
いませんが、紙媒体の提出の際は一体的な
資料とし、総ページ数が20ページを超えな
いようご注意ください。。なお、マイクロ
ソフトパワーポイントで作成した部分の資
料については、アニメーション機能や動画
の使用は、プレゼンテーションに当たって
追加の資料提出とみなし、認められませ
ん。

3

様式第6号
「配置（予
定）職員の
概要」

配置（予
定）職員

認知症コーディネーター修了者及び
排せつケア相談員認定者は三職種に
限るのか。生活支援コーディネー
ターとして従事する予定の者が研修
を受講していた場合でも、新たに三
職種の職員が受講する必要がある
か。

「大牟田市地域包括支援センター設置運営
業務（別紙１）」７ページ（４）及び
（５）のとおり、「常勤の３職種の職員の
うちいずれかの者」について、認知症コー
ディネーター養成研修を修了した者、排せ
つケア相談員の認定を受けた者を配置する
こととしています。生活支援コーディネー
ターとして配置予定の者が、認知症コー
ディネーター養成研修修了者又は排せつケ
ア相談員認定者である場合においても、３
職種の職員として配置される者で該当者が
いない場合は、令和８年度に実施される研
修を受講いただき、修了した者（認定され
た者）を配置いただくことになります。

4 様式第7号
配置職員経
歴書

配置予定の事務職員についても提出
する必要があるか。

お見込のとおりです。「（様式第７号）配
置職員経歴書」のうち配置職種欄は、空欄
のままで差し支えありません。

（以下、余白）

計画書等に関する質問に対する回答
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